
「
ね
ん
き
ん
定
期

便
」
が
郵
送
さ
れ

て
き
た
ら
、
必
ず

確
認
し
て
お
き
た

い
ポ
イ
ン
ト
は
、

次
の
5
つ
で
す
。

（
図
1
参
照
）

①
．
送
付
封
筒
の

色
は
、
何
色
か

オ
レ
ン
ジ
色
と

水
色
の
２
色
が
あ

り
ま
す
。
特
に
オ

レ
ン
ジ
色
の
送
付

封
筒
は
、
社
会
保

険
庁
が
年
金
加
入

記
録
の
も
れ
や
標

準
報
酬
月
額
に
誤

り
の
あ
る
可
能
性

が
高
い
と
判
断
し

た
方
で
す
。
加
入

記
録
を
よ
く
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

②
．
「
年
金
加
入
記
録
回
答
票
」

の
色
は
、
何
色
か

水
色
と
白
色
の
2
色
が
あ
り

ま
す
。
特
に
水
色
の
回
答
票
が

同
封
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、

も
れ
や
誤
り
が
無
い
場
合
で
も

必
ず
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

③
．
「
年
金
加
入
履
歴
」
の
空

白
期
間
（
未
加
入
期
間
を
含
む
）

が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
か

共
済
年
金
の
加
入
期
間
は
、

空
白
に
な
り
ま
す
。
で
も
、
未

加
入
期
間
に
心
当
た
り
の
無
い

方
は
、
記
録
が
も
れ
て
い
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
急

に
「
年
金
加
入
記
録
回
答
票
」

で
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

④
．
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し

て
い
る
（
加
入
し
て
い
た
こ
と

が
あ
る
）
方
の
み

一
．
勤
務
当
時
の
給
与
よ
り
も
、

極
端
に
低
い
標
準
報
酬
月
額
が

記
載
さ
れ
て
い
な
い
か

最
高
標
準
報
酬
月
額
は
数
年

ご
と
に
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
当
時
の
標
準
報
酬
月
額
等

級
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

二
．
平
成
15
年
４
月
以
降
に
支

給
さ
れ
た
賞
与
が
記
載
さ
れ
て

い
る
か

賞
与
を
支
給
さ
れ
た
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
記
録
が
も
れ
て
い

る
場
合
は
、
早
急
に
「
年
金
加

入
記
録
回
答
票
」
で
回
答
し
て

く
だ
さ
い
。

⑤
．
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い

る
（
加
入
し
て
い
た
こ
と
が
あ

る
）
方
の
み

一
．
保
険
料
の
未
納
月
数
が
記

載
さ
れ
て
い
な
い
か

「
こ
れ
ま
で
の
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
状
況
」
に
『
未
納
』

と
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

二
．
会
社
員
の
扶
養
配
偶
者

（
第
３
号
被
保
険
者
）
に
な
っ

て
い
た
期
間
は
、
記
載
さ
れ
て

い
る
か

届
出
を
忘
れ
て
い
た
場
合
は
、

早
急
に
社
会
保
険
事
務
所
へ
申

し
出
て
下
さ
い
。

次
回
は
、
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」

の
表
紙
（
住
所
・
氏
名
が
印
刷
さ

れ
て
い
る
用
紙
）
に
関
す
る
Ｑ
＆

Ａ
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。
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「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の
コ
コ
だ
け
は

押
さ
え
て
お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
！
！

(第２回)

（図1）チェックポイント５項目
④．厚生年金保険に加入している（加入していたことがある）方のみ

⑤．国民年金に加入している（加入していたことがある）方のみ



◆
飲
食
店
で
就
労
時
に
、
制
服
を

貸
与
し
、
全
員
着
用
を
義
務
付
け

て
い
る
場
合
の
着
替
え
る
時
間
は
？
！

判
例
な
ど
で
は
、
①
そ
の
行
為

が
業
務
を
行
な
う
上
で
必
要
不
可

欠
で
あ
る
こ
と

②
そ
の
行
為
が

使
用
者
の
指
揮
命
令
下
で
拘
束
強

制
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
“
労
働

時
間
”
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

①
は
、
法
令
上
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
作
業
着
へ
の
着
替
え
や
、

社
内
規
則
や
慣
習
で
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
制
服
へ
の
着
替
え
を
い

い
ま
す
。
②
は
、
業
務
の
準
備
行

為
を
事
業
所
内
で
行
な
う
こ
と
を

義
務
づ
け
ら
れ
た
と
き
に
、
使
用

者
の
指
揮
命
令
下
に
あ
る
と
し
て

い
ま
す
。

◆
飲
食
店
の
開
店
前
の
準
備
と
閉

店
後
の
後
片
付
け
の
時
間
は
？
！

自
発
的
に
準
備
や
後
片
付
け
を
し

て
い
る
場
合
は
、
労
働
時
間
に
は

あ
た
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
と
同
様

に
、
業
務
を
行
う
上
で
必
要
不
可

欠
で
あ
り
、
使
用
者
の
指
揮
命
令

下
に
あ
る
場
合
は
、
『
労
働
時
間
』

と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

開
店
前
の
準
備
と
閉
店
後
の
後
片

付
け
が
強
制
で
は
な
い
に
し
て
も
、

勤
務
評
価
が
マ
イ
ナ
ス
の
材
料
に

な
る
な
ど
、
何
ら
か
の
不
利
益
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
“
労

働
時
間
”

と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

◆
飲
食
店
の
お
客
様
待
ち
の
時
間

は
？
！

い
つ
で
も
お
客
様
が
来
ら
れ
た

と
き
に
対
応
で
き
る
状
態
で
あ
れ

ば
「
手
待
ち
時
間
」
に
あ
た
り
ま

す
。
例
え
ば
、
お
店
の
奥
で
椅
子

に
座
っ
て
お
茶
を
飲
ん
で
い
た
と

し
て
も
、
お
客
様
が
来
ら
れ
た
時

に
接
客
す
る
場
合
は
、
手
待
ち
時

間
と
な
り
ま
す
。
休
憩
時
間
と
は
、

そ
の
時
間
を
自
由
に
利
用
さ
せ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

い
っ
た
ん
従
業
員
と
ト
ラ
ブ
ル
に

な
れ
ば
、
た
と
え
「
掃
除
は
自
主

的
に
し
て
い
る
だ
け
」
と
か
「
休

憩
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
」
と
主

張
し
て
も
、
『
労
働
時
間
』
と
し

て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
“
時
間
外

労
働
”
と
な
り
、
通
常
の
賃
金
の

25
％
増
を
支
払
う
こ
と
に
も
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。
一
度
、
職
場
の
状

況
に
応
じ
て
労
働
時
間
を
見
直
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

10
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

31
日

○
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出
［
社
会
保
険
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出
［
公
共
職
業
安
定
所
］
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暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま

す
。
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
、
い

よ
い
よ
選
挙
に
向
け
て
動
き
出

し
ま
し
た
。
ど
の
政
党
が
与
党

と
な
る
に
し
て
も
、
ま
ず
は
現

状
を
打
開
し
、
み
ん
な
が
暮
ら

し
や
す
い
方
向
へ
導
い
て
く
れ

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

（
ぎ
ん
）

「
事
務
所
だ
よ
り
」
の
内
容
に

関
す
る
ご
質
問
や
ご
要
望
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
左
記
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

藤田社会保険労務士事務所

京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

TEL・FAX 075-571-8611

E-meil
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

Ｑ お店で約１年前からアルバイトを雇っていますが、

最近になって「有給休暇をとりたい」と言ってきました。

アルバイトにも有給休暇があるのですか。

Ａ 労働基準法では、通常の労働者に比べて短い就労者

（いわゆるパート・アルバイト）にも、一定の条件を満

たした労働者に年次有給休暇を付与しなければならないと定

めています。

一定の条件とは、

・雇入れの日から継続して６カ月勤務している

・全労働日の８割以上出勤している・・・ことです。

今回お尋ねのアルバイトの方は、週の所定労働時間や週の

所定労働日数が不明のため付与日数が断定できませんが、下

の図表を参考の上、付与日数を確認して下さい。

（※）週以外の期間によって労働日数が定められている場合

八
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

編
集
後
記


